
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バッテリ（３）が挿入される収納室（１０）を形成した電池ケース（１）を具え、該電池
ケース（１）には収納室（１０）に被さる蓋体（４）が上下動自在に枢支（４０）される
とともに、バッテリ（３）の電極（３０）（３０）に接する端子片（６）（６）が撓み変
形可能に設けられた電気機器に於いて、
電池ケース（１）には、蓋体（４）を開く向きに付勢するとともに端子片（６）を押圧し
て撓み変形させるスライド体（５）が設けられ、
端子片（６）は、蓋体（４）がスライド体（５）の付勢に抗して閉じられた際に、スライ
ド体（５）に押されてバッテリ収納位置に向けて撓み変形する第１の姿勢と、蓋体（４）
が開きスライド体（５）が蓋体（４）に向けて移動した状態で、スライド体（５）との当
接が離れて撓み復帰した第２の姿勢との間を揺動可能に設けられたことを特徴とする電気
機器。
【請求項２】
端子片（６）は、バッテリ（３）の側面に形成された電極（３０）（３０）に電気的に接
する請求項１に記載の電気機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、蓋体を枢支した電池ケースを具えた電気機器に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来の電気機器には、図６に示すものがある。これはバッテリ（３）が挿入される収納室
（１０）を形成した電池ケース（１）を具え、該電池ケース（１）には収納室（１０）の
上面開口を覆う蓋体（４）が上下動自在に枢支（４０）されている。バッテリ（３）は図
５に示すように、２つの円筒部を並べて繋いだ形状を呈した１次電池であり、下端部に正
負の電極（３０）（３０）を具えている。
図６に示すように、バッテリ（３）は電極（３０）を内向き下側にして収納室（１０）内
に挿入され、該収納室（１０）内の側壁には、各電極（３０）に接する端子片（６）が内
向きに弾性変形可能に設けられている。収納室（１０）の底面には、バッテリ（３）を蓋
体（４）に向けて付勢する押しバネ（１１）が設けられている。
【０００３】
蓋体（４）を開けてバッテリ（３）を収納室（１０）内に挿入すると、端子片（６）がバ
ッテリ（３）の側面に押されて弾性変形し、該弾性力をもってバッテリ（３）の各電極（
３０）に接する。バッテリ（３）から端子片（６）を通って機器内に通電される。蓋体（
４）はロック機構（図示せず）により電池ケース（１）にロックされ、バッテリ（３）は
蓋体（４）と押しバネ（１１）に挟持される。端子片（６）がバッテリ（３）の電極（３
０）に押圧接触しているから、端子片（６）と電極（３０）は不用意に離れず、電気的接
触が保たれる。
ロックを解除して、蓋体（４）を開くと、バッテリ（３）は押しバネ（１１）によって上
向きに飛び出し、電池ケース（１）から取り出される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
経時変化により電極（３０）（３０）の表面が酸化腐食して、端子片（６）との摩擦が大
きくなることがある。このようなバッテリ（３）を電池ケース（１）に挿入した後に取り
出さんとすると、端子片（６）と電極（３０）との摩擦が大きい故に、押しバネ（１１）
がバッテリ（３）を押しても、バッテリ（３）が電池ケース（１）から出にくくなる。　
仮に、端子片（６）の押圧付勢力を小さくすれば、電極（３０）との摩擦が小さくなり、
この虞れは解消できるが、これでは端子片（６）と電極（３０）が離れやすくなり、電気
的接触が不安定になる。
また、押しバネ（１１）の押圧力を強くすれば、バッテリ（３）が電池ケース（１）から
出やすくなる。然るにこれでは、電極（３０）の表面が滑らかな新品のバッテリ（３）を
電池ケース（１）に挿入後、取り出さんとする際に、バッテリ（３）が急に飛び出す虞れ
があり、使用者に危険を及ぼす。
本発明の目的は、端子片がバッテリの電極に確実に押圧接触するとともに、バッテリを電
池ケースから容易に取り出すことができる電気機器を提供する点にある。
【０００５】
【課題を解決する為の手段】
電池ケース（１）には、蓋体（４）を開く向きに付勢するとともに端子片（６）を押圧し
て撓み変形させるスライド体（５）が設けられ、
端子片（６）は、蓋体（４）がスライド体（５）の付勢に抗して閉じられた際に、スライ
ド体（５）に押されてバッテリ収納位置に向けて撓み変形する第１の姿勢と、蓋体（４）
が開きスライド体（５）が蓋体（４）に向けて移動した状態で、スライド体（５）との当
接が離れて撓み復帰した第２の姿勢との間を揺動可能に設けられている。
【０００６】
【作用及び効果】

蓋体（４）をスライド体（５）の付勢に抗して閉じると、スライド体（５）は端子片（６
）を押して、バッテリ収納位置に向けて撓み変形させる。端子片（６）は強い押圧力で、
対応する電極（３０）に確実に接する。
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蓋体（４）を開けると、蓋体（４）によるスライド体（５）の押し込みが解除される。ス
ライド体（５）は蓋体（４）に向けて移動し端子片（６）から離れる。これにより、端子
片（６）は撓み復帰する。端子片（６）が各電極（３０）に接する力は弱くなるから、端
子片（６）と電極（３０）との摩擦は小さくなり、バッテリ（３）を取り出しやすくなる
。
このように、本発明にあっては、バッテリ挿入時に、端子片（６）が電極（３０）に接す
る力を大きくし、バッテリ取出し時に、端子片（６）が電極（３０）に接する力を小さく
している。従って、バッテリ（３）が電池ケース（１）に収納されたときに、端子片（６
）がバッテリ（３）の電極（３０）に確実に押圧接触するとともに、バッテリ（３）を電
池ケース（１）から容易に取り出すことができる。
また、蓋体（４）に連繋したスライド体（５）の移動動作により、端子片（６）を撓み変
形させ、又は撓み復帰させるので、端子片（６）を揺動させる機構が簡素になり、構成部
品点数及び製造コストを低減できる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一例を図を用いて詳述する。
本例にあっては電気機器として、デジタルスチルカメラを例示する。図１は、デジタルス
チルカメラの斜視図であり、図２は図１を上下逆にした斜視図である。
キャビネット（２）の一側部に、電池ケース（１）が設けられ、キャビネット（２）の正
面には、鏡筒（２０）及び覗き窓（２１）が設けられている。キャビネット（２）の背面
には、撮像した画像を写す液晶パネル（２２）が設けられている。電池ケース（１）には
、図５に示す従来と同じ１次電池であるバッテリ（３）、及び該バッテリ（３）よりも稍
長い２次電池である細長バッテリ（図示せず）が選択的に格納される。
【０００８】
電池ケース（１）の下面には、収納室（１０）（図４（ａ）参照）を覆う蓋体（４）が上
下動自在に枢支（４０）されている。電池ケース（１）の側面外側には、板状のスライド
体（５）が上下に移動可能に設けられ、該スライド体（５）の外側には、スライド体（５
）が電池ケース（１）から脱落することを防ぐ押さえ板（７）が設けられている。押さえ
板（７）にはスライド体（５）の下端に接してスライド体（５）を上向きに弾性付勢する
板バネ（８）が設けられている。
スライド体（５）の両側には、対応する電極（３０）（３０）に接する板状の端子片（６
）（６）が設けられ、該端子片（６）は先端部が電池ケース（１）内に進入する。端子片
（６）はキャビネット（２）内の回路基板（図示せず）に繋がり、スライド体（５）は、
合成樹脂等の絶縁体から形成されて、端子片（６）とは絶縁されている。
【０００９】
図３は、図２をＢ方向から見た電池ケース（１）、スライド体（５）、押さえ板（７）の
分解図である。端子片（６）（６）は長手方向の中央部に、押さえ板（７）に向かって膨
らんだ突起（６０）を設けて、上端部が電池ケース（１）のビス孔（１２）（１２）にね
じ止めされる。端子片（６）（６）は、下端部が電池ケース（１）に開設された透孔（１
３）（１３）を通って収納室（１０）内に入る。スライド体（５）に開設された縦長の長
孔（５１）が、電池ケース（１）上にてビス孔（１２）（１２）間に設けられたボス（１
４）に嵌まってスライド体（５）は上下移動を案内される。スライド体（５）の下端部に
は電池ケース（１）に向けて凸面（５０）が形成され、後記の如く、該凸面（５０）が突
起（６０）に接して端子片（６）を撓み変形させる。スライド体（５）に押さえ板（７）
を重ねて、押さえ板（７）の下端部に開設された孔（７０）をボス（１４）に重ねて、ビ
ス（図示せず）止めして、押さえ板（７）が電池ケース（１）に取り付けられる。前記板
バネ（８）はボス（１４）に螺合するビスに共止めされる。
【００１０】
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図４（ａ）、（ｂ）は、図２をＡ－Ａ線を含む面にて破断した断面側面図であり、（ａ）
は蓋体（４）の開き状態を、（ｂ）は閉じた状態を夫々示す。スライド体（５）は、板バ
ネ（８）により上向きに付勢されて、電池ケース（１）の上面に開設された貫通孔（１５
）を通って蓋体（４）の裏面に接する。スライド体（５）の凸面（５０）は、端子片（６
）の突起（６０）の上方に位置し、該突起（６０）は透孔（１３）に重なっている。

バッテリ（３）を収納室（１０）に挿入した後に、蓋体（４）を閉じると、スライド体（
５）は、蓋体（４）に押し込まれて板バネ（８）の付勢に抗して下降する。図４（ｂ）に
示すように、スライド体（５）の凸面（５０）は、端子片（６）の突起（６０）を透孔（
１３）に向けて押す。端子片（６）は電池ケース（１）との取付け部を中心として、バッ
テリ（３）に向けて撓み変形し、強い押圧力を以て各電極（３０）に確実に接する。
【００１１】

蓋体（４）を開けてバッテリ（３）を電池ケース（１）から取り出す際には、蓋体（４）
によるスライド体（５）の押し込みが解除される。図４（ａ）に示すように、板バネ（８
）により、スライド体（５）は蓋体（４）に向けて移動し、端子片（６）から離れる。凸
面（５０）が突起（６０）から離れ、端子片（６）は撓み復帰する。端子片（６）が電極
（３０）に接する力は弱くなるから、端子片（６）と各電極（３０）との摩擦は小さくな
り、バッテリ（３）を取り出しやすくなる。
このように、本発明にあっては、バッテリ挿入時に、端子片（６）が電極（３０）に接す
る力を大きくし、バッテリ取出し時に、端子片（６）が電極（３０）に接する力を小さく
している。従って、バッテリ（３）が電池ケース（１）に収納されたときに、端子片（６
）がバッテリ（３）の電極（３０）に確実に押圧接触するとともに、バッテリ（３）を電
池ケース（１）から容易に取り出すことができる。
また、蓋体（４）に連繋したスライド体（５）の移動動作により、端子片（６）を撓み変
形させ、又は撓み復帰させるので、端子片（６）を揺動させる機構が簡素になり、構成部
品点数及び製造コストを低減できる。
本例にあっては、端子片（６）は板状であるとしたが、線状に形成してもよい。
【００１２】
上記実施例の説明は、本発明を説明するためのものであって、特許請求の範囲に記載の発
明を限定し、或は範囲を減縮する様に解すべきではない。又、本発明の各部構成は上記実
施例に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能であることは勿
論である。
本例では電気機器としてデジタルスチルカメラを例示したが、電池ケースを用いる他の電
気機器でもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】デジタルスチルカメラの斜視図である。
【図２】図１を上下逆にした斜視図である。
【図３】図２をＢ方向から見た電池ケース、スライド体、押さえ板の分解図である。
【図４】図２をＡ－Ａ線を含む面にて破断した断面側面図であり、（ａ）は蓋体の開き状
態を、（ｂ）は閉じた状態を夫々示す。
【図５】バッテリの斜視図である。
【図６】従来の電気機器の断面側面図である。
【符号の説明】
（１）　　電池ケース
（３）　　バッテリ
（４）　　蓋体
（５）　　スライド体
（６）　　端子片
（１０）　　収納室
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（３０）　　電極

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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